
 

 

(7) 役職別にみた賃金 

一般労働者のうち、雇用期間の定めのない者について、役職別の賃金をみると、男性では、

部長級 601.7 千円、課長級 499.0 千円、係長級 381.7 千円、女性では、部長級 520.5 千円、課

長級 443.1 千円、係長級 337.3 千円となっている（第７表）。 

 

第７表 役職、性別賃金及び役職・非役職間賃金格差 

役職･非役職
間賃金格差
(非役職者＝

100)

年齢
（歳）

勤続
年数
（年）

役職･非役職
間賃金格差
(非役職者＝

100)

年齢
（歳）

勤続
年数
（年）

部長級 601.7 201.7 52.9 22.3 520.5 209.8 52.2 18.2

課長級 499.0 167.3 48.5 20.6 443.1 178.6 49.0 18.5

係長級 381.7 128.0 44.8 17.9 337.3 136.0 45.7 16.4

非役職者 298.3 100.0 40.8 11.0 248.1 100.0 40.5 9.0

注：　役職に係る調査対象の詳細は、「利用上の注意」を参照。
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